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出典：消費税のあらまし（令和５年６月）（国税庁） 

１ 仕入税額控除とは 

 

（１）消費税の仕組み 

 

消費税は、生産、流通、販売などの各段階において、商品の販売やサービスの提供などの

取引に対して課される税金で、最終的に商品を消費し、又はサービスの提供を受ける消費者

が負担しますが、納付は各段階の事業者が行います。 

各段階で二重、三重に課税されることのないよう、「課税売上げに係る消費税額」から「課

税仕入れ等に係る消費税額」を控除し、税が累積しない仕組みとなっています（仕入税額控

除制度）。 

 

下図における「小売業者」の場合、消費税④１０,０００円から消費税③７,０００円を控

除した３,０００円が消費税の納付額となります。 

 

 

 

 

 

（２）補助金の収入と消費税の仕入税額控除 

 

補助金の収入は、非課税売上げとして計上されるため、消費税の課税対象外となります。 

一方、補助対象事業者が補助事業において支払った経費に含まれる消費税は、仕入税額控

除の対象とすることができます。 

補助金に係る消費税について、仕入税額控除を受けた際は、控除額に含まれる補助金額が

事業者に重複して交付されたことになるため、県に返還しなければなりません。 

 



このことから、県の補助金交付要綱では、補助事業完了後に消費税及び地方消費税（以下、

「消費税等」という。）に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を

含む。）の報告を定めております。（※） 

報告された仕入控除税額（返還額）について、県で確認のうえ、後日、返還通知書及び納

付書を郵送しますので、期限までに金融機関で納付してください。 

 

※県への報告は、返還額の有無に関わらず、補助金の交付を受けた全ての事業者で必要です。 

 

 

例 

 

課税売上げ 

 

補助金

（税込） 

非課税売上げ 

  

控除＝仕入控除税額   税務署に納付 

  

 

課税仕入れ 

●●購入

費用 

 

非課税仕入れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入 

支出 

税→ 

 

補助金（収入）に消費税額が含まれているが、 

補助金を使った●●購入費（支出）の消費税額は

控除されている状態。 



２ 消費税等の仕入控除税額（返還額）の有無について 

 以下は、消費税等の仕入控除税額（返還額）の有無を示したフローチャートです。 

提出書類である仕入控除税額報告書を作成する際、該当する番号（返還額なし①～⑤、ま

たは返還額あり①～③）の記載が必要です。必ず確認してください。 

 

 



※１ 公益法人等には、一般財団法人、一般社団法人、社会医療法人、学校法人、公益財団

法人、公益社団法人、国民健康保険組合、国立大学法人、社会福祉法人、地方独立法人、

独立行政法人、日本赤十字社等が含まれます。 

詳しくは消費税法別表第三を確認してください。 

 

※２ 選択肢に対する回答が不明な場合、消費税等の確定申告を行った税務署等に相談し

てください。 

 

 

３ 手続きについて 

 

（１）手続きの流れ 

 

①【県→事業者】令和６年３月 15日（金）電子メール送信済 

電子メールにて、報告書等の提出を依頼します。 

 

②【事業者→県】提出期限：令和６年４月 30日（火）まで 

報告書等を、指定の電子メールアドレス（coronazigyou4@pref.fukuoka.lg.jp）へ提出

してください。 

 

 

～返還額なしの場合～ 

        手続き完了（提出書類に不備がない場合、県から連絡はありません。） 

 

 

～返還額ありの場合～ 

③【県→事業者】令和６年夏季以降郵送予定 

返還通知書及び納付書を郵送します。 

 

④【事業者→金融機関】 

報告された仕入控除税額（返還額）を納期限までに納付してください。 

 

  手続き完了 
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（２）県への提出書類 

 

Ａ 仕入控除税額報告書（様式第２号及び入力用シート） 

令和４年度に、同一事業で複数回の交付決定を受けている場合（同一年度内で期間を分け

て募集を行った補助金）は、交付決定ごとに作成してください。 

 なお、変更交付決定については、複数回の交付決定を受けている場合に該当しないので、

最後の変更交付決定のみをもとに作成してください。 

 

 例：★★事業（４月～６月）及び★★事業（１０月～１２月）の同一事業で、令和４年度

に２回交付決定を受けた場合 

→（４月～６月）と（１０月～１２月）をそれぞれ作成してください。 

 

Ｂ 消費税等の確定申告書（第３－（１）号様式、または第 27－（１）号様式）の写し 

  （返還額なし②の場合は、簡易課税用の消費税等の確定申告書（第３－（３）号様式、

または第 27－２号様式）の写し） 

補助金の交付決定を受けた年度（令和４年度）のものを添付してください。 

 

Ｃ 特定収入割合の計算過程が分かる書類（任意様式） 

 

Ｄ 消費税等の確定申告書に係る付表２－３、付表２-1、または付表２-２（課税売上割合・

控除対象仕入税額等の計算書）の写し 

 

 

～返還額なしの場合～ 

 

番号 

(※１) 

Ａ 

仕入控除税額報告書 

Ｂ 

消費税等の確定申告書の 

写し 

Ｃ 

特定収入割合の計算過程

が分かる書類 

① ○   

② ○ ○(※２)  

③ ○ ○ ○ 

④ ○ ○  

⑤ ○ ○  

 

 

 

 



～返還額ありの場合～ 

 

番号 

(※１) 

Ａ 

仕入控除税額報告書 

Ｂ 

消費税等の確定申告書の 

写し 

Ｄ 

課税売上割合・控除対象仕

入税額等の計算書の写し 

① ○ ○ ○ 

② ○ ○ ○ 

③ ○ ○ ○ 

 

※１ 「２ 仕入控除税額（返還額）の有無について」のフローチャート内の番号（返還額

なし①～⑤、または返還額あり①～③） 

 

※２ 返還額なし②については、簡易課税用の消費税等の確定申告書の写し 

 

 

（３）Ａ「仕入控除税額報告書（様式第２号及び入力用シート）」の記載方法 

 

（ア）入力用シート 

赤色のセル内の項目は必須項目ですので、漏れなく記載してください。 

（赤色のセル内に記載すると、セル内の色が黄色に変わります。） 

 

 

項目１ 基本情報 

 

手順１  

 事業名ごとに様式が異なります。報告を行う事業名と記載された事業名が一致している

か確認してください。 

 

 

 

 

 



手順２ 

 以下のとおり、赤色のセル内の項目を漏れなく記載してください。 

・提出日：本書類を提出した日付を記載してください。 

・事業者名：法人の場合、必ず「法人名」＋「医療機関名」で記載してください。 

・交付決定日、交付決定番号：県からの（変更）交付決定通知書をもとに記載してください。 

・補助金確定額：県からの額の確定通知書をもとに記載してください。 

・内訳：事業名が以下のいずれかに該当する場合のみ、記載してください。 

  令和４年度福岡県新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 

  令和４年度福岡県新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関体制整備事業費補助金 

  令和４年度福岡県新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業費補助金 

 

 

 

 

 

項目２ 【仕入控除税額（返還額）がない場合】（返還額ありの場合、記載不要です。） 

 

手順１ 

「２ 仕入控除税額（返還額）の有無について」のフローチャートから該当する番号を確

認してください。 

 

 

手順２ 

 手順１で確認した番号を「○」で選択してください。 

 



手順３ 

 手順２で①を選択した場合は、「基準期間における課税売上高」を記載してください。 

また手順２で③を選択した場合は、県への提出書類Ｃ「特定収入割合の計算過程が分かる

書類（任意様式）」をもとに、「特定収入割合」を記載してください。 

 

 

 

 

項目３ 【仕入控除税額（返還額）がある場合】（返還額なしの場合、記載不要です。） 

 

手順１ 

「２ 仕入控除税額（返還額）の有無について」のフローチャートから該当する番号を確

認してください。 

 

 

 



 

 

手順２ 

手順１で確認した番号を「○」で選択してください。 

 

 

 

手順３ 

 県への提出書類Ｄ「消費税等の確定申告書に係る付表２－３、付表２-1、または付表２-

２（課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書）の写し」をもとに、「課税売上割合」を

記載してください。 

 



手順４ 

 手順２で②または③を選択した場合は、「■補助金対象経費の内訳」を記載してください。 

 なお、複数回の交付決定を受けている場合は、交付決定ごとに作成し、それぞれの補助金

対象期間内に、補助金で購入した経費を記載してください。 

 

・対象経費の内訳 

 ：補助金で購入した商品ごとではなく、費目ごとにまとめて記載してください。 

・課税仕入額（10％）、課税仕入額（8％）、非課税・不課税仕入額 

：適切に分類し、記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



以下に該当する場合、「２ 仕入控除税額（返還額）の有無について」のフローチャート

を再度確認の上、入力内容に誤りがないか確認してください。 

 

 

●返還額あり②において、対象経費全額が「非課税・不課税仕入額」に区分されており、仕

入控除税額（返還額）が０円となっている場合 

→正しくは、返還額なし⑤に該当する可能性があります。 

 

 

 

 

●返還額あり③において、対象経費全額が「非課税売上対応分」に区分されており、仕入控

除税額（返還額）が０円となっている場合 

→正しくは、返還額なし④に該当する可能性があります。 

 

 

 

 

 



 

●返還額あり③において、対象経費全額が「非課税・不課税仕入額」に区分されており、仕

入控除税額（返還額）が０円となっている場合 

→正しくは、返還額なし⑤に該当する可能性があります。 

 

 

 

※必須項目である赤色のセル内の項目を入力しても赤色のままの場合、入力内容に誤りが

ある可能性があります。 

 

 

（イ）様式第２号 

「第  号」の部分のみ記載してださい。 

なお、事業者で管理する文書番号がない場合は、「第  号」を削除してください。 

（それ以外の項目については、「入力用シート」から自動で転記されるので入力は不要です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）Ｂ「消費税等の確定申告書の写し」の提出前確認 

 Ｂ「消費税等の確定申告書の写し」については、以下のとおり確認を行った上で、県へ提

出してください。 

 

 

 



（３）報告書等の提出方法 

・以下の電子メールアドレスへ、送信してください。 

 

 coronazigyou4@pref.fukuoka.lg.jp 

 

 

・提出の際は、ファイル名の冒頭に医療機関名を記載してください。 

  例：（〇〇病院）仕入控除税額報告書等（補助金名+第〇回交付決定（ない場合は不要）） 

 

・ＰＤＦ等への変換は行わないでください。必ずエクセル様式のまま提出してください。 

 

・審査事務を効率的に行うため、電子メールで提出してください。 

 やむを得ず電子メールで提出することができない場合は、以下の住所へ郵送してくださ

い。 

 

〒８１２－８５７７（住所記載不要）  

福岡県新型コロナウイルス感染症事務局 事業班宛 

 

 

 

 

※消費税等の制度に関するお問い合わせについては、国税庁や最寄りの税務署等にお問い

合わせください。 
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４ Ｑ＆Ａについて 

 

№ 質問 回答 

［報告の義務］ 

1  交付決定を受けたが、実績報告額を「０

円」で報告し、「０円」で交付額確定を受

けたが、報告する必要はあるのか。 

 

 交付決定を受けたにも関わらず、納品

が間に合わなかったことなどにより、実

績報告書を「０円」で提出し、「０円」で

交付額確定を受けた場合、報告する必要

はありません。 

2  既に仕入控除税額報告書を提出した

が、再度提出する必要はあるのか。 

 既に提出した書類を再度提出する必要

はありません。 

 ただし、添付書類等未提出書類がある

場合は、仕入控除税額報告書と併せて提

出してください。 

3  補助金の交付を受けた医療機関は既に

廃止しているが、報告する必要はあるの

か。 

 補助金の交付を受けた後、医療機関を

廃止した場合も、報告する必要がありま

す。 

4  補助金の交付を受けた当時から、医療

機関の名称を変更しているが、「事業者

名」はどうすればよいのか。 

 補助金の交付を受けた当時から、医療

機関の名称を変更した場合、現在の名称

で報告してください。その際、旧名称か

ら変更したことがわかる書類（登記事項

証明書等の写し）を併せて添付してくだ

さい。 

［報告の時期］ 

1  令和４年度に交付決定を受けたが、交

付額確定は令和５年度に受領した場合も

今回報告する必要はあるのか。 

 額の確定通知書を受領したのが令和５

年度であっても、交付決定を令和４年度

に受けている場合は、今回報告が必要で

す。 



2  令和５年度も補助金交付の申請を行

い、交付決定を受けているが、今回まと

めて報告してよいのか。 

 今回報告を依頼しているのは、令和４

年度事業であり、令和５年度事業は報告

の対象外です。 

 令和５年度事業については、様式作成

後、別途依頼しますので、しばらくお待

ちください。 

［報告書の作成・提出方法］ 

1  複数の補助金の交付を受けたが、仕入

控除税額報告書は１枚にまとめてよいの

か。 

 仕入控除税額報告書は、交付決定ごと

に作成してください。 

2  交付決定通知書を紛失したため、交付

決定日や交付決定通知の番号が分からな

い。交付決定通知書を再発行してもらえ

るのか。 

 交付決定通知書の再発行を行うことは

できません。交付決定日等が不明の場合

は、報告書提出時、電子メールの本文に

その旨記載してください。 

［報告書・入力用シートの記入］ 

1  仕入控除税額報告書に押印は必要か。  本報告に当たり、仕入控除税額報告書

への押印（又は署名）は不要です。 

2  補助対象経費はどのように区分したら

よいのか。 

 消費税等の確定申告に関して、県が回

答することはできません。消費税等の確

定申告を行った税務署または税理士に相

談してください。 

 


